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　　　　本報告は、 「第2次ＤＶ防止実施計画（平成26～28年度）」が「市川市男女共同参画基本計画に基づく第5次実施計画（平成26～28年度）」の

　　　一部分でもあることから、「第2次ＤＶ防止実施計画｣に記載されている進行管理事業について、「市川市男女共同参画社会基本条例」第9条

　　　第1項に定める平成26年度の進捗状況を表した「年次報告書」です。

○ 所管課自己評価について

進行管理事業について、目標数値とその実績から4段階で評価しています。

□ ：　十分達成できた

□ ：　概ね達成できた

□ ：　やや不十分だった

□ ：　不十分だった

○ 基本目標ごとのまとめ（4頁）は、成果指標に係るe-モニターアンケートの結果、及び、所管課による自己評価を基に、

4つの評価区分ごとの事業数を掲載しました。

○ 事業別一覧（5～11頁）は、各事業ごとに平成26年度の内容をまとめたものです。

○ 12～28頁は、各事業ごとの実績報告書の個票です。

　

∞年次報告に関する説明∞
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ＤＶを許さない社会づくり

　

基本目標基本理念

　

安全で安心できる
相談体制の充実

 

　

　
 

実効性のある自立
支援の充実

　
　

　

DV根絶の推進体制
 

基本目標　Ⅰ

基本目標　Ⅱ

基本目標　Ⅲ

基本目標　Ⅳ

 

　

　

　

　

  ５　被害者の安全確保
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ｐ．２９

   ６　職務関係者の資質向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．３１

   ８　子どもに関する支援
                                              Ｐ．３５

     ９　関係機関・関係部署との連携
                                             Ｐ．３８

　
 

    １　ＤＶ防止の啓発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２０

取組の方向 　事　　　　業

 
　４　相談業務の充実
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Ｐ．２６

 
　 ７　被害者の生活再建支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　Ｐ．３３

 

　２　ＤＶ予防教育の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２２

 
　３　ＤＶ被害者の発見
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｐ．２３

    　  １．  相談窓口の広報活動の充実
  ２． 外国人に対する相談窓口の周知
  ３． ＤＶ根絶強化月間の実施

  ４． 人権擁護委員との協働
  ５． 若者を対象としたデートＤＶ予防啓発事業の実施
  ６． 学校職員に対する啓発

  ７． 関係部署との連携によるＤＶ被害者の早期発見
  ８． 早期発見のための情報提供
  ９． 通報への的確な対応

 ２１．  DV相談担当職員のスキルアップ
 ２２．  ケース検討会議の実施

 　　　　３１．  家庭等における暴力対策ネットワーク会議の実施
 ３２．  ＤＶ防止ネットワーク実務者会議の実施
 ３３．  ＤＶ防止ネットワーク個別ケース検討会議の実施

 ２７．  子どもの心のケア・発達支援のための関係部署・
　　　   関係機関との連携
 ２８．  就学における支援と配慮
 ２９．  保育園入園における支援と配慮
 ３０．  保育園や幼稚園に従事する職員に対する啓発

 ２３．  住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受給者変更、
　　　　 保険の離脱・加入等のための公的なＤＶ証明書の発行
 ２４．  住宅確保に向けた支援
 ２５．  就労に向けた支援
 ２６．  施設等退所後の継続的支援

　　　　 １０． 支援計画書作成による情報の共有化
 １１．  保護命令申し立てに関する助言・支援
 １２．  女性弁護士による無料法律相談の実施
 １３．  外国人への相談の配慮
 １４．　高齢者・障害者への相談の配慮
 １５．  一時保護施設入所者への訪問面接
 １６．  重篤度の高い被害者への同行支援
 １７．  被害者の個人情報の適切な管理

 １８．  警察との連携強化
 １９．  緊急一時保護の実施
 ２０．　一時保護者、同伴者への同行支援

重点

重点

重点

体 系 図
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■基本目標ごとのまとめ

（基本目標ごとに設定した成果指標について）

Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり

Ⅱ 安全で安心できる相談体制の充実

Ⅲ 実効性のある自立支援の充実

Ⅳ DV根絶の推進体制

（基本目標ごとの実施計画事業評価結果）

Ⅰ ＤＶを許さない社会づくり

Ⅱ 安全で安心できる相談体制の充実

Ⅲ 実効性のある自立支援の充実

Ⅳ DV根絶の推進体制

平成26年度
（e-モニターアン

ケート結果）

88％

24％

12％

15％

今後の取組み

DVについて、今後も継続的に周知
を行っていく。

DV被害者に配偶者暴力相談支援
センターの存在が確実に届くよう周
知を行っていく。

DV被害者に寄り添い、きめ細やか
な支援を行っていく。

実施計画について、今後も継続的
に周知を行っていく。

基本目標

基本目標

評価別事業数

平成26年度の評価十分達成
できた

概ね達成
できた

やや
不十分
だった

不十分
だった

評価なし

DV防止実施計画を知っている人
の割合

20.1％ 30％

DVを知っている人の割合

成果指標

平成24年度
現状値

（e-モニターアン
ケート）

91％

平成26年度
目標値

95％

配偶者暴力相談支援センターを
知っている人の割合

26.5％ 30％

基本目標Ⅲの施策が進んでいる
と思っている市民の割合

13.1％ 15％

「十分達成できた」が3事業中3事業であり、目標に則した事業の実施ができた
と言える。

11 1 0 0 1
「十分達成できた」が13事業中11事業であり、目標に則した事業の実施ができ
たと言える。

6 1 0 2 0
「十分達成できた」が9事業中6事業であった。
一方で、「不十分だった」が9事業中2事業あったため、平成27年度の改善を目
指す。

「十分達成できた」が8事業中8事業であり、目標に則した事業の実施ができた
と言える。

3 0 0 0 0

8 0 0 0 0
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■事業別一覧

№

1

2

3

4

5

基本目標Ⅰ　ＤＶを許さない社会づくり
取組の方向１　ＤＶ防止の啓発

取組の方向２　ＤＶ予防教室の推進

市内公立小学校30校で人権教室を、中学校2校で人権講演会を実
施した。
そのほか、保育園1園でも人権啓発活動を実施した。

「人権の花運動」は、小学校全39校と特別支援学校2校舎で実施で
きたが、人権教室は30校にとどまったので、人権教室の拡大を目指
す。

デートDVリーフレットを作成し、市内13の高校（2校辞退）へ平成25
年度末に配布したことと、千葉県が高校生向け研修会を実施してい
たことから、平成26年度はリーフレットの配布をしなかった。

千葉県の啓発活動と重ならないよう、デートDVリーフレットの配布等
の啓発を行っていく。

DV相談窓口の案内カードを庁内40課に加え、市内全公民館16館に
配布した。また、市公式Webサイトでは、「女性のためのあらゆる相
談」として案内。

チラシやカードを継続的に配布していくとともに、市公式web等での
広報により、一人でも多くのDV被害者に情報提供できるよう工夫す
る。

外国人ＤＶ被害者へ向けて、5ヶ国語のチラシ・カードを庁内40課に
配布した。

チラシやカードを継続的に配布していくとともに、市公式web等での
広報により、一人でも多くのDV被害者に情報提供できるよう工夫す
る。

事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績

ＤＶ根絶強化月間に、男女共同参画センター使用団体へ向けてアン
ケート調査を実施し、集計結果を男女共同参画センター情報紙
「ウィズレター」に掲載し、更なる啓発に努めた。

アンケート回答を促進し更なる啓発に努める。

取組状況、今後の課題等

十分達成
できた

[新規]
ＤＶ根絶強化月
間の実施

男女共同
参画課

ＤＶ根絶強化月間である11月に男女共同
参画センターの使用団体へＤＶに関するチ
ラシ・カードを配布し啓発に努め、使用団
体とともに啓発活動を実施します。

ＤＶに関する
アンケート
の回収数

50件 77件

評価

[重点]
相談窓口の広
報活動の充実

男女共同
参画課

DV相談窓口の案内チラシ・カード等を市の
窓口等に配布するとともに市公式Webサイ
トでの周知を行います。

配布箇所数 45箇所 56箇所
十分達成
できた

若者を対象とし
たデートＤＶ予
防啓発事業の
実施

男女共同
参画課

若者を対象としたデートＤＶ予防啓発リー
フレットを市内高等学校（公立８校・私立７
校）を中心に配布し、生徒・教員・保護者な
どへの啓発を行います。

配布校数 5校 0校

人権擁護委員と
の協働

男女共同
参画課

人権擁護委員との協働による小学生（市
立小学校３９校）を対象とした人権教室や
中学生（市立中学校１６校）を対象とした人
権講演会を行います。

実施校数 35校 32校
概ね達成
できた

外国人に対する
相談窓口の周
知

男女共同
参画課

英語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイ
ン語のＤＶ相談窓口案内チラシ・カードを
市役所の行政窓口等に置き、外国人のＤ
Ｖ被害者に周知を行います。

配布箇所数 35箇所 40箇所
十分達成
できた

不十分
だった
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

6

7

8

9

取組の方向３　ＤＶ被害者の発見

DVリーフレットを作成し、配布に向けての準備を進めた。

学校、幼稚園、保育園関係者への啓発ツールとしてDVリーフレット
を活用していく。

平成26年度は関係部署の担当者と直接話をすることで理解を深め
たことから、説明会を実施しなかった。その他の連携として、市川市
家庭等における暴力対策ネットワーク会議等において、関係部署と
ＤＶ相談があった場合の窓口について情報共有を図った。

異動職員を中心に窓口対応職員にＤＶ相談窓口連携について説明
していく。

小中学校の養護教諭とライフカウンセラーに対し、研修会を実施し、
暴力に対する正しい理解と相談窓口の周知を図った。

今後も継続的に研修会を実施し、新任者には、暴力に対する正しい
理解と相談窓口を周知していき、在職者には、更に浸透していくよう
努める。

早期発見のた
めの情報提供

男女共同
参画課

学校、幼稚園、保育園関係者へＤＶに関す
るリーフレットを作成しＤＶ相談窓口に案内
できるよう啓発を行います。

研修会実施
回数

リーフレット
作成

リーフレット
作成

[新規]
学校職員に対
する啓発

男女共同
参画課、
指導課、
保健体育
課

小中学校において保健指導を行う養護教
諭や相談業務を行うライフカウンセラーに
対しデートＤＶや暴力に対する正しい理解
や相談窓口の周知を図るため関係部署と
連携し研修会を実施します。

研修実施回
数

2回 2回
十分達成
できた

関係部署との連
携によるＤＶ被
害者の早期発
見

男女共同
参画課

市役所の様々な行政窓口でＤＶ被害者を
発見し、速やかにＤＶ相談窓口に案内でき
るよう、窓口専用のＤＶ相談窓口連携マ
ニュアルを活用できるよう関係部署の異動
職員を対象とした説明会を実施します。

ＤＶ相談窓
口連携マ
ニュアル説
明会の実施
回数

1回 0回
不十分
だった

[新規]
通報への的確
な対応

男女共同
参画課

通報は、一般からと医療関係者からに分
けられ、前者は通報者に対し加害者に知
られないよう被害者へ配偶者暴力相談支
援センター又は警察に相談するよう協力を
求めます。後者に関しては、ＤＶ被害者の
状況確認を行うとともに入院等をしている
重篤な被害者には、職員または女性相談
員が当該医療機関に出向き被害者の相談
に応じます。暴力の抑止等の緊急の対応
が必要な場合は警察が対応するため連携
しＤＶ被害者の安全確保を行います。医療
関係者は原則として被害者の通報の同意
が確認できた場合のみ通報を行います。

医療関係や
市民からの
通報件数

－ 26件
十分達成
できた

医療関係者から3件、縁故・知人から23件の通報があった。
命の危険があれば直ちに警察を案内し、余裕を持って支援できる場
合は「配偶者暴力相談支援センター相談室」で対応している。

常に情報共有・協議しながら対応していく。

十分達成
できた
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

10

11

12

13

14

基本目標Ⅱ　安全で安心できる相談体制の充実
取組の方向４　相談業務の充実

保護命令に関する書面について、2件裁判所へ提出した。
保護命令についての相談があった場合や保護命令が有効な措置と
考えられる相談者に、女性相談員が申立て方法や書面の作成につ
いて説明や助言を行っている。

全ての相談員が保護命令に関する相談に対して適切に対応できる
よう、制度についての理解を深める。

毎週水曜日の午後、1日5人までとして実施した。
一般相談やDV相談で法的支援が必要と判断される場合は、法律相
談へ案内している。

引き続き、相談窓口の周知に努める。

日本語での日常会話が困難な外国人相談者の場合は、通訳者の
派遣を国際交流課に依頼し対応した。

速やかに通訳者の派遣を依頼し、面接相談に支障がでないように
する。

緊急一時保護及び一時保護対応者に対し計画的な支援を行った。
また、平成27年3月にＤＶ相談支援システムを導入し、電子上で支援
計画書を作成できるようにした。（運用については平成27年度以
降。）

ＤＶ相談支援システムを活用し、関係職員が支援の方向性について
共通認識を持って対応していく。

－

保護命令申し立
てに関する助
言・支援

男女共同
参画課

裁判所に接見禁止などの安全確保に関す
る保護命令を申立てるにあたり、申立て方
法や記載方法についての助言や支援を行
うとともに、裁判所からの求めに応じ、書面
を作成し、安全確保に努めます。

裁判所への
書面の提出
件数

－ 2件
十分達成
できた

[重点][新規]
支援計画書作
成による情報の
共有化

男女共同
参画課

個々のケースの（安全確保を踏まえ）きめ
細かな支援計画書を作成し、職員・女性相
談員が情報や対応を共有し、支援体制を
強化します。

支援計画書
作成数

－ 0件

十分達成
できた

外国人への相
談の配慮

男女共同
参画課

言葉の壁や様々な生活問題を抱える外国
人に対し相談を実施するとともに通訳者の
派遣を依頼し、外国人に配慮した相談体
制を整えます。

外国人の相
談件数

－ 110件
十分達成
できた

女性弁護士によ
る無料法律相談
の実施

男女共同
参画課

離婚や調停など法的支援についての助言
が必要な場合には、女性弁護士が無料法
律相談を実施します。

相談件数 150件 196件

高齢者・障害者
への相談の配
慮

地域福祉
支援課、
障害者支
援課

高齢者および身体・知的・精神など障害の
ある被害者に配慮した相談を行い、関係
部署と連携し迅速な対応を図ります。

65歳以上の
高齢者及び
障害者の相
談件数

－ 119件
十分達成
できた

高齢者や障害者のＤＶ被害については、関係部署との連絡調整をし
て、適切な相談窓口の案内や職員同行での来所相談を実施した。

配偶者暴力相談支援センターでの相談が適切かどうかを事前に判
断し、他機関へ送致し、2次被害を防ぐよう努める。
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

15

16

17

18

19

取組の方向５　被害者の安全確保

重篤度の高い
被害者への同
行支援

男女共同
参画課

ＤＶの影響で精神的に疲弊している被害者
や、精神に障がいのある被害者に対応し、
自立のための各種手続等を職員又は女性
相談員が関係部署へ同行支援を行いま
す。

一時保護施設
入所者への訪
問面接

男女共同
参画課

市川市居住のＤＶ被害者が夜間や休日に
警察経由で婦人相談所に緊急一時保護さ
れた場合又は他の一時保護施設へ入所し
た場合、それらの入所者に職員又は女性
相談員が訪問面接を実施し被害者の心情
整理や自立に向けた支援を行います。

一時保護者
への訪問面
接を実施す
る割合

100% 100%
十分達成
できた

同行支援を
行ったケー
ス数

－ 9件
十分達成
できた

手続き等の事務処理が困難なDV相談者に同行支援を実施した。

必要な時に同行支援が実施できるよう、相談体制の充実を図る。

一時保護施設入所者に対して、速やかに訪問面接を実施し、関係
部署と連携し、退所後の自立に向けた支援を行った。

一時保護施設入所者への速やかな訪問面接、自立に向けた支援を
今後も継続していく。

緊急性が高いケースにおいては、婦人相
談所と連携し、ＤＶ被害者とその子どもに
関する情報を共有し、円滑な一時保護を
実施します。

婦人保護施
設等へ緊急
一時保護を
実施した
ケース数

緊急一時保護
の実施

男女共同
参画課

[新規]
被害者の個人
情報の適切な
管理

男女共同
参画課

「市川市個人情報保護条例」に基づき、Ｄ
Ｖ被害者の個人情報の適切な管理を行い
ます。

－ － －
十分達成
できた

相談者の情報・相談内容に関しては、外部へ情報提供しないよう徹
底しており、情報漏洩はない。
関係機関の支援が必要な場合においては、相談者の同意を得た上
で、必要な範囲内で他機関へ情報提供している。

今後も個人情報が守られるよう徹底して管理する。また、個人情報
の取り扱いについて相談者へ説明する。

－ 4件
十分達成
できた

婦人保護施設（シェルター）への一時保護は、生命・身体に危険が
ある相談者で、頼れる親類等がいない場合の緊急対応として実施し
ている。
婦人保護施設等への緊急一時保護件数9件（警察5件、市4件）あっ
た。

緊急一時保護は、相談者の生活を大きく変えてしまう対応であるこ
とから、相談者に一時保護施設に入所した場合のその後について、
事前に充分説明しておく必要がある。

警察との連携強
化

男女共同
参画課

配偶者暴力相談支援センターとして、警察
と緊密に連携をとりながら加害者から追跡
される危険のある被害者とその子どもの
緊急時の安全確保を行います。

警察と連携
したケース
数

－ 26件
十分達成
できた

緊急に安全確保が必要な場合には、警察と連携し、DV被害者及び
その子どもの安全確保を図った。
また、危険が高まった場合の警察への連絡について助言を行った。

緊急性や危険性を把握したうえで確実に警察につなぎ、安全確保を
図る。
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

20

21

22

23

24

取組の方向６　職務関係者の資質向上

基本目標Ⅲ　実効性のある自立支援の充実
取組の方向７　被害者の生活再建支援

処遇困難ケースや危険度の高いケースについて情報共有し、職員
同士が連携して対応できるようにしている。
全体でのケース検討の必要がなかった月もあり、8回の実施となっ
た。

あらゆるケースに円滑に対応できるよう、体制整備に努める。

配偶者暴力相談支援センターの業務の一つとして、DV証明書の発
行がある。相談者が抱える問題解決の手続きに必要な証明書を発
行した。

必要に応じてDV証明書を発行し、相談者の自立を支援していく。

一時保護施設入居者の転居先を探す（退所後の居住地を確保す
る）ため、転居先の下見のための同行支援等を実施した。

一時保護施設入居者の不安を和らげるためにも、同行支援を実施
していく。

DV担当職員の経験年数等に応じて、内閣府や県主催の研修会な
どに参加し、スキルアップを図った。

担当職員がスキルアップできるよう、研修会へ積極的に参加してい
く。

県営・市営住宅の入居を希望する相談者に優先入居できるよう証
明書を発行している。平成26年度は、賃貸借契約のための同行支
援を2件実施し、市営住宅入居のためのDV証明書を2枚発行した。

住宅確保が必要な相談者には、賃貸契約等の同行支援や県営・市
営住宅への入居のためのDV証明書を発行し、自立への支援をして
いく。

十分達成
できた

概ね達成
できた

処遇困難ケースや危険度の高いケース等
の情報の共有及び支援方法のスキルアッ
プを図り、相談体制の強化を図ります。

会議実施回
数

ケース検討会議
の実施

男女共同
参画課

12回 8回

十分達成
できた

ＤＶ相談担当職
員のスキルアッ
プ

男女共同
参画課

ＤＶ被害者や同伴の家族について、相談で
の初期対応の重要性や緊急一時保護の
連携フロー、各種法的制度など、きめ細や
かな対応に言及したＤＶ被害者対応の手
引きを活用し、ＤＶ担当職員の質の向上を
図ります。また、国や県主催の研修会に参
加していきます。

研修会参加
回数

3回 8回
十分達成
できた

一時保護者、同
伴者への同行
支援

男女共同
参画課

一時保護施設に入所中のＤＶ被害者に対
し、被害者本人の意思を尊重し自立に向
けた転居先探しやアパートの賃貸契約な
ど自立に必要な様々な手続きのため外出
する際に安全確保の観点から同行支援を
実施します。

同行支援を
行ったケー
ス数

－ 9件

住宅確保に向
けた支援

男女共同
参画課

住宅確保について情報提供や助言を行っ
たり、県営住宅・市営住宅等へ優先して入
居できるように証明書を発行します。

賃貸借契約
等の同行件
数及び市営
住宅入居の
ためのＤＶ
証明書の発
行数

－ 4件

住民基本台帳
の閲覧制限、児
童手当の受給
者変更、保険の
離脱・加入等の
ための公的なＤ
Ｖ証明書の発行

男女共同
参画課

住民基本台帳の閲覧制限、児童手当の受
給者変更、保険の離脱・加入等のため、必
要な証明書の申請受付と交付を行いま
す。

ＤＶ証明書
の発行数

－ 145枚

十分達成
できた
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

25

26

27

 28

29

取組の方向８　子どもに関する支援

DVを理由に避難をしたケース、あるいは、避難をしてきたケースの
子どもについては、新しい居住地で速やかに学校に通学できるよう
に関係部署や学校と連携を図った。
加害者からの追及の危険性が高いケースについては、学校等に助
言を行った。

相談者とその子どもに負担がかからないよう、迅速に関係部署と連
携を図り、新しい居住地での学校生活の開始に向けての支援を
行っていく。

施設退所後の自立に向けて、相談者の実状に合わせて、関係部
署・機関へ情報提供を実施し、継続的な支援を行った。

関係部署・機関と連携し、相談者に寄り添ったきめ細やかな支援を
していく。

男女共同参画センター主催講座として「女性向け社会復帰支援セミ
ナー」と「就労支援講座」を実施した。実施にあたり、相談室にちらし
を設置し相談者への周知を行った。

就労についての悩みを抱えている相談者に、就労に関する情報提
供を行っていく。

子どもがいるDVケースは、児童虐待と密接に関係している場合が
多いことから、関係部署・機関との細やかな情報共有を行った。

子どもの健全な発育が図られるよう、関係部署・機関との細やかな
情報共有を行っていく。

十分達成
できた

施設等退所後
の継続的支援

男女共同
参画課

施設退所後及び避難後の自立に向けた支
援の中で、ＤＶ被害者とその子どもの様々
な悩みに対応し、関係部署、関係機関と連
携し継続的支援を実施します。

施設退所者
及び同伴家
族の継続支
援件数

－
9/(全体)9

件
十分達成
できた

就学における支
援と配慮

男女共同
参画課

教育委員会や学校と連携し、ＤＶ被害者の
子どもの転入・転校における支援を行い、
個人情報の取り扱いに配慮します。また、
学校等には、加害者対応について助言を
行います。

義務教育
課、小学
校、中学
校、高等学
校と連携し
たケース数

－ 8件

子どもの心のケ
ア・発達支援の
ための関係部
署・関係機関と
の連携

男女共同
参画課

被害者の子どもの心のケア及び健やかな
発達を支援するための相談を実施し、必
要に応じて関係部署や児童相談所と連携
を図ります。

DVを理由に避難を実施、もしくは避難をしてきたケースについては、
新しい居住地で速やかに入園できるように関係部署や保育園と連
携を図った。
加害者からの追及の危険性が高いケースについては、保育園等に
助言を行った。

相談者とその子どもに負担がかからないよう、迅速に関係部署と連
携を図り、新しい居住地での自立に向けての支援を行っていく。

児童相談所
や関係部署
との連携数

－ 13件
十分達成
できた

就労に向けた支
援

男女共同
参画課

保育園入園に
おける支援と配
慮

男女共同
参画課

ＤＶ被害者が安心して就労できるよう、そ
の子どもの市内の保育園への優先入所に
向けた助言・情報提供を行い、必要に応じ
てＤＶ証明書を保育課へ提出します。ま
た、保育園には加害者対応について助言
を行います。

保育園と連
携したケー
ス数

－ 12件
十分達成
できた

再就職に必要なスキルや情報を習得する
セミナーを男女共同参画センターで実施し
ます。また、千葉県ＤＶ被害者等自立サ
ポート事業の講座の活用やハローワーク
やマザーズハローワークを活用できるよう
に情報提供を行う等就労支援の充実を図
ります。

講座等の開
催数

1回 2回
十分達成
できた
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№ 事業名 所管課 事業概要 目標 26年度目標 26年度実績 取組状況、今後の課題等評価

30

31

32

33

要綱に基づき、ネットワーク実務者会議を開催し、事例の検証、問
題点、課題等についてより実務に即した内容で協議した。

更なる被害者支援の実現に向け、関係機関・部署の実務者レベル
で共通認識、共通理解ができるよう、ネットワーク実務者会議で協
議し連携を強化していく。

要綱に基づき、ネットワーク会議を開催し、関係機関等で対応した事
例の検証、問題点、課題等について周知、協議した。

関係機関、関係部署の連携により、更なる被害者支援実現に向け、
共通認識、共通理解ができるよう、ネットワーク会議で関係部署と協
議していく。

緊急性が高いケースや対応が困難なケースについて、関係機関が
集まりケース検討会議を行った。ただし、相互連携が必要なケース
のほとんどはケース検討会議の形式をとらず、担当職員が随時関
係機関と情報共有しながら密接に連携し対応した。

緊急性の高いケースに関しては、速やかな相互連携により個別
ケース検討会議を実施しないケースがある一方で、計画的支援が
必要で、時間的余裕のあるケースに関しては個別ケース検討会議
を活用していく。

基本目標Ⅳ　ＤＶ根絶の推進体制
取組の方向９　関係機関・関係部署との連携

DVは子どもの心にも悪影響を及ぼすことから、保育園の管理者で
ある園長に向けて、DVの深刻性や保護者から相談を受けた場合の
連携部署・機関についての説明会を実施し理解を深めた。

保育園等従事職員は保護者と関わりを持つことから、DV被害を発
見できる機会があるため、関係部署・機関を適切に案内できるよう
研修会を継続していく。

十分達成
できた

[新規]
保育園や幼稚
園に従事する職
員に対する啓発

男女共同
参画課

就学前教育等従事職員を対象に、世代間
連鎖を防ぐ観点からＤＶ家庭で育った子ど
もの心のケアの重要性について関係部署
と連携し研修を実施します。

研修会実施
回数

1回 1回

十分達成
できた

ＤＶ防止ネット
ワーク個別ケー
ス検討会議
の実施

男女共同
参画課

ＤＶ被害者支援のための情報の共有およ
び関係機関・関係部署との個別ケースの
相互連携を目的とした会議を開催します。

会議開催回
数

－ 4回

十分達成
できた

[重点][新規]
家庭等における
暴力対策ネット
ワーク会議の実
施

男女共同
参画課、
地域福祉
支援課、
障害者支
援課、介
護保険
課、子育
て支援課

ＤＶ、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待
の家庭等における様々な暴力に対応する
ため、関係機関等で構成されるネットワー
ク会議の代表者会議を開催し、情報の共
有化を図るとともに連携を強化します。

会議開催回
数

2回 2回
十分達成
できた

[新規]
ＤＶ防止ネット
ワーク実務者会
議の実施

男女共同
参画課

ＤＶ被害者支援のため、関係機関・関係部
署との個別ケースの支援方針の確立、支
援の経過報告およびその評価を行い、新
たな情報を共有することを目的とした会議
を開催します。

会議開催回
数

2回 2回
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